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１．経営合理化のための方策等 
 
（１）ビジネスモデル、経営戦略等 
  当行は、神奈川県・東京西南部をﾎｰﾑﾏｰｹｯﾄとして経営資源を集中し、この
地域の個人、中小企業への金融ｻｰﾋﾞｽを提供していくという、ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ・ﾘﾃｰﾙ
特化戦略を進めております。 
  今後も引き続き、この戦略に沿って積極的に営業力を強化し、神奈川県内
における預貸ｼｪｱの長期的な向上と収益力・財務体質の一層の強化を図ること
で、「地域のお客さまに強く支持される銀行」を目指してまいります。 

 
（２）平成 15年 3月期当期利益の 3割以上未達の対応 
  平成 15年 3月期において、業務純益は計画を上回ったものの、不良債権の
積極的な処理や株価水準の下落により、経常利益、当期利益は計画を3割以
上下回ることとなりました。 
  こうした結果をふまえ、今後の収益力を強化していくために、以下の諸施
策を実施し、今後の利益計画の着実な達成を目指してまいります。 
①業務純益の増加…営業力強化による業務粗利益の改善、業務効率化による
経費削減の徹底 

②不良債権への対応強化…適正なﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞなどによる処理ｺｽﾄの抑制、積極的
な不良債権処理による資産の健全化 

③株価変動ﾘｽｸの削減…政策投資株式の売り切り 
 

（３）経営合理化計画 
  従来どおり、不採算・低採算部門および間接部門の合理化を実践しつつも、
地元ﾘﾃｰﾙ重視という当行の基本戦略に則って、お客さまの利便性と業務の効
率性のﾊﾞﾗﾝｽを踏まえた上で、真に必要な経営資源を投入してまいります。   
 
単位：％ 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 
ＯＨＲ 46.20 46.03 45.20 44.50 44.27 
・平成 17年 3月期以降は 45％を下回る水準の達成を目指しております。 
・ 徹底した経費削減と効果的な新規投資の実現により、引き続きＯＨＲ低下

を図ってまいります。 

単位：億円 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 
人件費＋物件費 844 840 835 830 830 

①人件費 
単位：億円、人 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 
人件費 352 316 300 295 295 
従業員数 3,869 3,447 3,410 3,410 3,410 
・人件費については、人員や賞与資金量の削減等により、健全化計画開始後
４年間において、▲148億円（平成 10年度比▲29.6％）削減致しました。 

・今後は、人員削減を継続するとともに、平成 14年 7月に導入した新人事制
度における職務給体系の定着化とﾎﾟｽﾄ運用の厳格化などにより、平成 19
年 3月期には、295億円まで圧縮する計画としております。 

②物件費 
単位：億円 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 
物件費総額 492 524 535 535 535 
除く機械化関連費用 381 382 385 380 380 

・顧客ｻｰﾋﾞｽ向上、収益力強化ならびに省力化に向けた新規投資により機械化
関連費用の増加を見込んでおります。 

・人員削減に伴うｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞなどの活用により委託費が増加いたしますが、機
械化関連費用を除く物件費については、平成 19 年 3 月期において平成 15
年 3月期を下回る計画としております。 

・県外店舗等の削減（平成 9年度末（165 か店）から 5年間で 8か店削減）
および機能見直しにより、店舗網を維持しつつﾛｰｺｽﾄ化を進めてまいりまし
た。今後はﾛｰｺｽﾄな個人取引特化店舗の新設（6か店程度）による店舗網の
充実を図り、経費計画を実行しつつ競争力強化を進めてまいります。 

③子会社・関連会社 
・営業系会社については、ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ・ﾘﾃｰﾙ営業を核とした業務を強化する一方、

低採算部門の撤退や部門提携による業務補完を図ってまいります。 
・事務受託系会社については、業務効率化、外部委託もしくは統廃合するな
どにより一段の効率化を図ってまいります。 

＜見直し実績等について＞ 
(株)はまぎんｼﾞｪｰｼｰﾋﾞｰのｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ業務の営業譲渡（平成 13年度）、浜銀
ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ(株)の解散（平成 14年度）、浜銀ﾌｧｲﾅﾝｽ(株)の住商ﾘｰｽ(株)との
資本業務提携（平成 15年 6月）などがあります。 
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２．図表１ダイジェスト版 
（単位：億円） 

 
15/3月期 

実績 

16/3月期 

計画 

17/3月期 

計画 

18/3月期 

計画 

19/3月期 

計画 

業務粗利益 1,949  1,955  1,980  2,000  2,010  

経費 900  900  895  890  890  

実質業務純益（注１） 1,048  1,055  1,085  1,110  1,120  

与信関係費用（注２） 436  400  400  350  350  

株式等関係損益 ▲295 ▲ 100 ▲ 50 ▲ 50 0 

経常利益 253  504  616  670  720  

当期利益 151  284  363  395  425  

ＯＨＲ 46.20％ 46.03％ 45.20％ 44.50％ 44.27％ 
（注１）実質業務純益は、一般貸倒引当金繰入前の業務純益であります。 
（注２）与信関係費用は、一般貸倒引当金繰入額＋不良債権処理損失額としております。 
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３．責任ある経営体制の確立のための方策 
 
（１）ガバナンス体制 
  当行では、商法等法令の趣旨を尊重し、取締役会および監査役会において、
取締役の職務執行の監督・監査を行っております。また、執行役員制度を導
入し、営業部門は執行役員が、管理部門は取締役がそれぞれ責任をもって業
務を行う体制を整備しております。今後も引き続き、企業統治、ﾘｽｸ管理、収
益力の強化を図ってまいります。 
 
＜経営の意思決定プロセス＞ 
  取締役会を頂点として、職制規程、業務分掌規程、決裁権限規程等の行
内規程を厳格に運用し、適切な権限委譲を行い、迅速な意思決定が可能な
体制としております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
（取締役会） 

取締役会は、法令等に基づき、経営・業務に関する重要事項を決定しま
す。 

（経営会議） 
代表取締役、取締役による経営会議で経営上の重要事項を協議・決定し

ます。 
（監査役会） 

監査役会には、社外監査役を 2名とし、監査機能を強化しています。 
 
 
 
 

＜コンプライアンス体制＞ 
（法令等の遵守のための体制等の整備） 
  経営の最重要課題の一つとして、法令等遵守徹底に注力しております。 
①毎年度、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを策定し、実行しております。また、ｺﾝﾌﾟ
ﾗｲｱﾝｽﾏﾆｭｱﾙを全役職員に配布し周知徹底を図っております。 

②経営管理部ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括室を設置し、同室長（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｵﾌｨｻｰ）は取
締役会の指名によりｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽを統括しております。本部にはｺﾝﾌﾟﾗｲｱ
ﾝｽｱｼｽﾀﾝﾄ、営業店には営業店ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ管理者を設置しております。全
行の法令等遵守状況は定例的に役員に報告しております。法令等違反
事案は、同室を中心に対応を徹底しております。 

③法令等違反につながりかねない事案は｢ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾎﾞｯｸｽ｣設置で、早期
発見に注力しております。 

④監査部による業務運営の監査（業務監査）を実施し、経営への提言と、
本部各部室指導を実施しております。 

（行内文書・情報資産管理） 
  文書管理役を設置し、行内文書を管理しております。また、情報資産保
全のためｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰを制定し、ｼｽﾃﾑｾｷｭﾘﾃｨを維持しております。 

 

４．配当等により利益の流出が行われないための方策等 
 
（１）基本的考え方 
   収益力の強化を中心に財務体質の改善を進め、内部留保の蓄積を意識した
方策を継続し、適切な水準の自己資本比率を維持しております。 
  今後とも TIER１を重視した資本政策に取り組み、収益力の強化と利益計画
を実行することで、自己資本の質的な改善を目指してまいります。 

 
（２）配当、役員報酬・賞与についての考え方 
  配当については、株主還元の観点より、安定配当方針を踏襲し、普通株式
に対する年 5円の配当を維持・継続しております。引き続き社外流出の抑制、
内部留保の充実に留意してまいります。 
役員報酬・賞与については、引き続き抑制してまいります。 

  

株 主 総 会 

監 査 役 

監査役会 

監査役室 

取締役会 

経営会議 本部各部 
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５．資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策 

 
（１）基本的な取り組み姿勢 
  個人、中小企業に対する円滑な資金供給は地域金融機関の重要な使命であ
り、安定的な資金供給体制を構築し、取組姿勢の改善を継続してまいります。 
 

（２）具体的な方策 
  地域金融機関として必要不可欠な存在となるため、事業規模に応じた金
融・情報ｻｰﾋﾞｽを最適なﾁｬﾈﾙで迅速かつ積極的に提供してまいります。 

 
（３）組織・体制の見直し 
 Ａ．エリア営業部体制の構築 
  神奈川県内のﾏｰｹｯﾄを 26 ｴﾘｱに区分し、体制を整備いたしました。 

 Ｂ．法人新規推進体制の拡充 
  地元中小企業の資金需要にお応えし、事業活動をﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟするため、Ｈ
14／11月に法人新規専担者を 20名増員し、50名体制といたしました。 

 Ｃ．ブロック法人部の設置 
  地元中小企業に融資提案・情報提供等を更に積極的に行うため、Ｈ15／4
月にﾌﾞﾛｯｸ法人部を 9か所（担当者 16名）設置いたしました。 

 
（４）地域経済の発展を支援する商品の提供 
  地域経済の発展、活性化に貢献する商品を随時取り扱ってまいりましたが、
今後も、企業の金融ﾆｰｽﾞ多様化・高度化に対応した新ｻｰﾋﾞｽの開発に注力し、
金融の円滑化に貢献してまいります。 

 
（５）融資に対する取り組み姿勢 
・Ｈ15／2月、ブロック営業本部制を導入し、融資に関する決裁権限を一定

の範囲内かつﾌﾞﾛｯｸ単位で付与いたしました。 
・国内貸出の平成 15年 3月末実績（実勢ﾍﾞｰｽ）は、ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ・ﾘﾃｰﾙへの特化
戦略を継続し、住宅ﾛｰﾝを中心とした個人向け貸出の増加を主因として前年
度末比 2,877億円増加いたしました。中小企業向け貸出（実勢ﾍﾞｰｽ）は、
Ｈ15／3月末の増加計画40億円に対し、444億円の増加実績となりました。 

６．株式等の発行等に係る株式等及び借入金につき利益をもってす

る消却、払戻し、償還又は返済に対応することができる財源を

確保するための方策 
 
（１）基本的な考え方 
  金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第10条第2項六の規
定どおり、注入資本の消却、償還または返済のための財源を早期に確保する
とともに、併せて、資本の拡充を進め、返済後の自己資本比率にも十分留意
しつつ、早期返済を目指してまいります。 

 
（２）優先株式について 
  新計画において 4年後の単体剰余金 1,900億円程度を展望しており、自己
資本比率の改善状況、株式希薄化による株価への影響等を斟酌しながら、返
済について前向きに検討してまいります。 

 
（３）劣後金銭消費貸借（劣後ローン）について 
  劣後ﾛｰﾝについては、ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ時を睨み、市場環境や自己資本比率等を勘
案しつつ、ﾘﾌｧｲﾅﾝｽも視野に入れ、返済に向けて準備を行ってまいります。 

 
剰余金の推移（単位：億円） 

15/3 
（実績） 

16/3 
（計画） 

17/3 
（計画） 

18/3 
（計画） 

19/3 
（計画） 

737 1,006 1,285 1,592 1,942 

 
（注）公的資金（優先株）の概要 
・第一回優先株式（転換社債型） 

注入額 700億円 
一斉転換時期 平成 21年 7月 31日 

・第二回優先株式（転換社債型） 
注入額 300億円 
一斉転換時期 平成 21年 7月 31日 
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７．財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のため

の方策 
 
（１）リスク管理の状況 
  信用ﾘｽｸ、ﾏｰｹｯﾄﾘｽｸ、流動性ﾘｽｸ等の様々なﾘｽｸに対して、個別の規定および
基本方針を定めることにより、適切なﾘｽｸ管理を実現しております。 
 

（２）資産運用に係る決裁権限の状況 
  中期経営計画の中で、中長期的な運用・調達方針を決定し、毎期初の総合
予算・月次計数作成過程で、計画を練り直しております。（中期経営計画及び
総合予算は取締役会、毎月の資金の運用・調達計画は経営会議で決定） 

   ＜貸出運用について＞ 
  貸出運用の基本方針として、融資に関して、ｸﾚｼﾞｯﾄﾎﾟﾘｼｰを定めて、貸
出の基本原則・基本的な考え方を明示しております。 
  個別の貸出案件の決裁権限については、行内規則において定め、その
ﾙｰﾙ内で運用しております。また、大口案件は、投融資会議において決定
しております。 

  ＜有価証券運用について＞ 
  投資有価証券は、ＡＬＭ会議で全体の運用方針を決定しております。
また、商品有価証券は、許容される損失限度を予め決定し、担当部はそ
の範囲内で運用しております。 
 

（３）償却・引当方針 
  引き続き、不良債権早期処理の取り組みを進めてまいります。ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ
ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの機能強化計画に沿って、ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ化、償却・引当、企業再生等に自
主的かつ積極的に努め、集中改善期間内の健全化を図ってまいります。 
  不良債権の早期処理のため売却等は今後も有効活用いたしますが、売却は
安易な対応とせず、地域への影響も考慮いたします。また、経済合理性を確
保しつつ、担保評価や引当金の算定は、一層の厳格化に努めてまいります。 
 
 
 

（４）評価損益の状況と今後の処理方針 
  保有株式の残高圧縮を引き続き行うことなどにより、有価証券評価損益の
改善を着実に進めてまいります。 
  その他資産は、地価下落により事業用不動産に評価損が発生しております
が、営業上必要な資産であり、売却等による処分は想定しておりません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


